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部 担当課

6 いじめ・非行・問題行動を防止するため、心理又は福祉に関する専門性の高い人材の活用を含めた教育相談体制を充実します。 教育局 生徒指導課

福祉部 社会福祉課

福祉部 少子政策課

教育局 生涯学習推進課

教育局 義務教育指導課

8
若者自立支援センター埼玉において、地域若者サポートステーションなどの関係機関と連携し、相談やセミナー、就労体験などの
支援を通じて、利用者の就労を支援します。

産業労働部 雇用労働課

9 就職に必要な知識や技能を習得するための実技を中心とした職業訓練を実施します。（再掲） 産業労働部 産業人材育成課

10 児童相談所では、虐待を含む養育、非行、発達など子供に関する相談に対して指導・助言をします。 福祉部 こども安全課

11
いじめや虐待、体罰など子供の権利侵害の問題から子育てに関することなど、子供に関するあらゆる悩みについて、子供本人や
保護者等からの相談を受け付ける電話相談窓口「子どもスマイルネット」を運営します。

福祉部 こども安全課

12
埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童虐待の通報等を行いやすい環境を整備するとともに、県民に対する虐待防止の普及・啓発等
を行い、虐待の予防や早期発見・早期対応につなげます。

福祉部 福祉政策課

13
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童を埼玉学園で指導し、その
自立を支援します。また、関係者との情報共有を図るなど非行等に陥りやすい環境改善を通じ、再犯防止に取り組みます。

福祉部 こども安全課

14
埼玉県警察とさいたま少年鑑別所、埼玉県教育委員会及びさいたま市教育委員会の間で締結した「少年の健全育成に関する協
定」に基づく連携協力のもと、埼玉県内における少年の非行等の問題の未然防止と立ち直り支援の一層の推進を図ります。

警察本部 少年課

1
県暴力追放・薬物乱用防止センター等と連携して、暴力団からの離脱方法についてのアドバイスや離脱者の就労相談等暴力団
離脱者の社会復帰を支援します。

警察本部 捜査第四課

2
法務省の協力を得て、子供を対象とする暴力的性犯罪をした者について、出所後の所在確認を実施するとともに、同意を得た上で
面談を実施し、必要に応じ関係機関・団体等による支援等に結び付けるなど、再犯の防止に向けた措置を推進します。

警察本部 生活安全総務課

3 ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告、禁止命令等の他、犯罪を未然に防止するための指導等を行います。 警察本部 人身安全対策課

4
医療機関と連携することにより、ストーカー加害者に医療機関での治療を促すなど、精神医学的・心理学的アプローチを推進しま
す。

警察本部 人身安全対策課

5
高齢被疑者の割合が高い窃盗（万引き）について「埼玉県万引き防止官民合同会議」を中心に広報啓発活動をはじめ万引き防止
のための各種取組を推進します。

警察本部 生活安全総務課

1
犯罪をした者や非行のある少年の自立更生の促進を図る更生保護ボランティアの活動を支え、更生保護の広報・啓発活動を行う
県更生保護観察協会を支援します。

福祉部 社会福祉課

2 更生保護活動の功績に対する表彰を行います。 福祉部 社会福祉課

3
保護司など民間ボランティア・団体等の再犯防止に関する活動をホームページ等で周知するなど県民の理解促進に取り組みま
す。

福祉部 社会福祉課

4
非行少年の立ち直りを支援するため、継続的な指導、助言を実施するとともに、少年警察ボランティア等と協力した学習支援や農
業体験等の各種体験活動等を行います。（再掲）

警察本部 少年課

5 自主防犯活動団体等の活動促進による、犯罪を起こさせにくいまちづくりを進めます。 県民生活部 防犯・交通安全課

6
協力雇用主による刑務所出所者等の雇用を促進するため県の建設工事等入札参加資格審査において、協力雇用主に対する優
遇措置を実施します。（再掲）

総務部 入札審査課

7 市町村担当者会議等を活用して協力雇用主に対する入札参加資格優遇措置を実施する市町村の拡大に努めます。（再掲） 福祉部 社会福祉課

8
国、県、市町村、更生保護関係団体などの再犯防止に資する取組を促進し、関連施策の連携を確保するため、必要な情報提供を
行うとともに、各種取組を協働で検討・推進します。

福祉部 社会福祉課

1
「埼玉県再犯防止推進計画」や再犯防止に関する取組等をホームページ等で周知するなど県民の間に広く再犯の防止について
の関心と理解を深めるための広報活動をします。

福祉部 社会福祉課

2
７月の「社会を明るくする運動」や「青少年の非行・被害防止特別強調月間」を通じて、再犯防止に関する広報を行い、再犯防止の
重要性等について県民の理解を促進します。

県民生活部 青少年課

3 地域生活定着支援センターにおいて、地域福祉研修を開催します。 福祉部 社会福祉課

4 更生保護活動の功績に対する表彰を行います。（再掲） 福祉部 社会福祉課

5
保護司など民間ボランティア・団体等の再犯防止に関する活動をホームページ等で周知するなど県民の理解促進に取り組みま
す。（再掲）

福祉部 社会福祉課

福祉部 社会福祉課

福祉部 地域包括ケア課

2 会議等を通して県内関係機関のネットワーク構築に努めます。 福祉部 社会福祉課

3 住宅に困窮する低額所得者に対して県営住宅を提供します。（再掲） 都市整備部 住宅課

（２）広報・啓発活動の推進

４　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導のための取組

５　民間協力者の活動促進、広報・啓発活動推進のための取組

7
生活困窮世帯等の中学生や高校生を対象に学習支援事業を、小学生を対象に学習・生活支援事業を実施します。また、こども食
堂などのこどもの居場所づくりを推進します。

県内の再犯の防止等に関する取組が円滑に進むよう，市町村に対する支援を実施します。1

６　地域における関係機関が連携した取組の推進

（１）民間協力者の活動促進


















